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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

  わが国では、少子化の進行により若年人口が減少する一方で、令和７年（2025年）にはい

わゆる団塊の世代全てが75歳以上に、令和22年（2040年）には団塊ジュニア世代が65歳以上

になるなど、高齢化は今後さらに進行していくことが見込まれています。本町においては、

総人口が減少する一方で65歳以上の高齢者人口の割合は増加しており、令和２年10月１日現

在で高齢化率は39.5％に達しています。今後、令和22年（2040年）には人口の約45％が高齢

者になり、後期高齢者や認知症高齢者、単身高齢者や高齢者のみ世帯の増加に伴い、支援を

要する高齢者が大幅に増加することが予測されます。 

  こうした状況から、本町では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことを可能としていくため、平成30年度から令和２年度までの３

年間を計画期間とする「高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画」に基づき、限りある

社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日

常生活の支援が包括的に確保される体制（以下「地域包括ケアシステム」という。）を推進さ

せ、地域住民や関係機関等と連携しながら各種施策を進めてきました。 

  「高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画」は、第７期計画での取組をさらに進め、

令和７年（2025年）を目指した地域包括ケアシステムの推進や、令和22年（2040年）の社会

保障制度上の課題を念頭に、高齢化の推移や介護サービス等のニーズを中⾧期的に見据えつ

つ、令和３年度から令和５年度までの３年間の高齢者に関する保健福祉施策や介護保険事業

についての具体的内容を定めています。 

 

２ 計画の性格と位置づけ 

 (1) 計画の性格 

  ■ 高齢者保健福祉計画 

    本町における高齢者の福祉事業全般及び介護に関する総合的な計画であり、全ての高

齢者を対象とした健康づくり、生きがいづくり、日常生活支援、福祉水準の向上など、高

齢者に係る福祉施策全般を範囲とします。 

  ■ 介護保険事業計画 

    高齢者福祉計画のうち介護や支援を必要とする高齢者及び要支援・要介護状態となる

可能性の高い高齢者に対する部分を担う計画で、介護や支援を必要とする高齢者が、で

きる限り住み慣れた家庭や地域で自立した生活を送れるよう、必要となるサービスに関

する整備目標等を取りまとめたものです。 
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 (2) 法的根拠 

   本計画は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８に基づく市町村老人福祉計画

（老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画）及

び介護保険法（平成９年法律第123号）第117条に基づく市町村介護保険事業計画（３年を

１期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画）が、

相互に連携することにより総合的な高齢者福祉施策の展開を図ることが求められているこ

とから、両計画を一体的に策定するものです。 

 (3) 本計画の位置づけ 

   本計画は、本町における最上位計画である山田町総合計画（第９次⾧期計画・平成28年

度～令和７年度）の施策の基本方向のひとつである「健やかで心温まる地域づくり」の実

現に向けた高齢者福祉に関する個別計画です。福祉全体を対象とする山田町地域福祉計画

をはじめ、高齢者福祉に関連する他の計画との整合性を図って策定するほか、県の策定す

る高齢者福祉計画等の関連計画とも連携を図る必要があります。 

 

３ 計画期間 

  本計画の計画期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間です。 

  第８期となる本計画は、令和７年(2025年)、令和22年(2040年)を見据えた中⾧期的な視点

から事業を展開する時期として位置づけます。 

                                  （年度） 
2018 
(H30) 

2019 
(R1) 

2020 
(R2) 

2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026 
(R8) 

… … 
2040 
(R22) 

 

 

 

 

           

 

４ 計画策定体制 

 (1) 策定委員会の設置 

   高齢者福祉事業及び介護保険事業の運営については、幅広い関係者の協力を得ながら、

地域の実情に応じた展開が求められます。このため、町内の保健医療関係者、福祉関係者、

被保険者の代表、公募委員により構成される「第８期山田町介護保険事業計画策定委員会」

において意見を求めました。 

   なお、計画の進捗状況に関しては、介護保険事業運営協議会や地域包括支援センター運

営協議会等で随時評価することとしています。 

 

第７期計画 
第８期計画 
（本計画） 

第９期計画 … … … 

2025 年・2040 年を見据え策定 
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 (2) 各種調査及びパブリックコメントの実施 

   本計画の策定にあたり、町民の生活実態や健康状態、高齢者施策等への考え方及び介護

保険や福祉サービスに関するニーズなどを把握するため、各種アンケート調査を実施しま

した。また、本計画の内容について、広く町民の方からの意見を伺い、本計画の策定や今後

の施策の参考とするため、令和２年12月22日から令和３年１月21日まで、パブリックコメ

ントを実施しました。 

  ■各種調査の概要 

調 査 種 別 調 査 対 象 者 回収数 

在宅介護実態調査 在宅の要介護認定者全622人とその家族 
401人 

（64.5％） 

介護予防・日常生活圏
域ニーズ調査 

要介護１～５以外の65歳以上の町民 998人 
637人 

（63.8％） 

在宅生活改善調査 
町内の居宅介護支援事業所及び小規模多機能型居宅介護事
業所の管理者等 

11者 
（100%） 

居所変更実態調査 
町内の老人福祉施設、老人保健施設及び認知症対応型共同
生活介護事業所の管理者 

7者 
（100%） 

介護人材実態調査 
町内の介護施設等、通所系事業所及び訪問系サービス事業
所の管理者等 

19者 
（100%） 

介護保険サービス等意
向調査 

①町内の介護施設・介護保険サービス事業所を運営する法
人の代表者 

②その他の参入意向のある者 

①13者 
（100%） 
②なし 

 

５ 法改正の概要 

  令和２年６月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する

法律」（令和２年法律第52 号）による主な内容は次のとおりです。この法律による改正後の

関係法令は、令和３年４月から順次施行されます。 

 (1) 地域住民の複雑化・複合化したニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支

援【社会福祉法、介護保険法】 

   市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題の解決

のための包括的な支援体制の整備を行う新たな事業及びその財政支援等の規定を創設する

とともに、関係法律の規定の整備を行うこととされました。 

 (2) 地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進【介護保険法、

老人福祉法】 

   認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義務、

市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務などが規定されました。 

 (3) 医療・介護のデータ基盤の整備の推進【介護保険法、地域における医療及び介護の総合的

な確保の促進に関する法律】 
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   介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状態や提

供される介護サービスの内容の情報、地域支援事業の情報の提供を求めることができると

されたほか、医療保険レセプト情報等のデータベース（ＮＤＢ）や介護保険レセプト情報

等のデータベース（介護ＤＢ）等の医療・介護情報の連結精度向上のため、社会保険診療報

酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を、安全性を担保

しつつ提供することができることとされました。 

 (4) 介護人材確保及び業務効率化の取組の強化【介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び介

護福祉士法等の一部を改正する法律】 

   介護保険事業計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取組を追加するこ

ととされたほか、有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを

行うこととされました。 

   また、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措置が

さらに５年間延⾧されました。 

 (5) 社会福祉連携推進法人制度の創設【社会福祉法】 

   社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やＮＰＯ法人等を社員として、相互の業務連携を

推進する社会福祉連携推進法人制度が創設されました。 
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第２章 高齢者の現状 

１ 人口・高齢化率の推移と将来推計 

 (1) 人口・高齢化率の推移 

   本町では、総人口が減少する中、65歳以上の高齢者人口は年々増加し、令和２年10月１

日現在、総人口15,104人に対し高齢者人口は5,961人、高齢化率は39.5％となっています。 

   要介護状態になりやすい75歳以上の後期高齢者は、介護保険制度が始まった平成12年に

は総人口に占める割合が10％未満だったものが、平成30年に20％に達し、令和２年で21.1％

となっています。 

■人口と高齢化率の推移                            単位：人 

 
平成27年 
(2015年) 

平成28年 
(2016年) 

平成29年 
(2017年) 

平成30年 
(2018年) 

令和元年 
(2019年) 

令和２年 
(2020年) 

総人口 16,476 16,227 16,009 15,714 15,354 15,104 

40歳未満 5,183 5,012 4,869 4,670 4,459 4,329 

40歳～64歳 5,472 5,306 5,217 5,122 4,974 4,814 

高齢者人口 5,821 5,909 5,923 5,922 5,921 5,961 

 65歳～74歳 2,855 2,885 2,847 2,773 2,751 2,781 

 75歳以上 2,966 3,024 3,076 3,149 3,170 3,180 

高齢化率 35.3% 36.4% 37.0% 37.7% 38.6% 39.5% 

75歳以上高齢化率 18.0% 18.6% 19.2% 20.0% 20.6% 21.1% 

資料：住民基本台帳（各年10月１日） 
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 (2) 山田町人口ビジョンによる将来推計人口 

   山田町人口ビジョンでは、本町の人口の将来展望として、令和22年（2040年）における

人口規模を10,200人程度１と推計しています。 

   高齢者の状況をみると、令和７年（2025年）には、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上

の後期高齢者になり、介護需要の増加が見込まれます。また、令和22年（2040年）には、

「団塊ジュニア世代」が65歳以上になり、生産年齢人口の減少が顕著となることから、高

齢者を地域で支える仕組みづくりを進めていく必要があります。 

■山田町人口ビジョンによる人口の将来展望                     単位：人 

 
令和２年 
(2020年) 

令和７年 
(2025年) 

令和12年 
(2030年) 

令和17年 
(2035年) 

令和22年 
(2040年) 

総人口 14,712 13,556 12,390 11,260 10,159 

年少人口（０歳～14歳) 1,444 1,316 1,262 1,141 1,051 

生産年齢人口（15歳～64歳） 7,526 6,755 6,006 5,261 4,507 

老年人口（65歳以上） 5,742 5,485 5,122 4,858 4,601 

資料：山田町人口ビジョン 

 

 

  
 

 

  

                            
１ 国立社会保障・人口問題研究所による将来推計（国勢調査による人口ベース）に対し、人口減少・少子高齢化へ

の対策の効果を見込んだ将来人口 

団塊の世代が

後期高齢者に 

団塊ジュニア世代が

65歳以上に 
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２ 被保険者の状況と今後の見通し 

 (1) 第１号被保険者数の推移 

   第１号被保険者（65歳以上）は、高齢者人口の減少により総数では減少が見込まれてい

ますが、75歳以上の後期高齢者については、今後も増加が続くものと推計しています。 

■第１号被保険者数の推移                              単位：人 

 
平成30年 
(2018年) 

令和元年 
(2019年) 

令和２年 
(2020年) 

令和３年 
(2021年) 

令和４年 
(2022年) 

令和５年 
(2023年) 

令和７年 
(2025年) 

令和22年 
(2040年) 

第１号被保険者 5,955 5,956 5,993 5,973 5,901 5,810 5,674 4,710 

 65歳～74歳 2,781 2,757 2,784 2,816 2,691 2,504 2,199 1,831 

 （割合） 49.7% 46.3% 46.5% 47.1% 45.6% 43.1% 38.8% 38.9% 

 75歳～84歳 2,165 2,185 2,159 2,048 2,089 2,147 2,305 1,501 

 （割合） 36.4% 36.7% 36.0% 34.3% 35.4% 37.0% 40.6% 31.9% 

 85歳以上 1,009 1,014 1,050 1,109 1,121 1,159 1,170 1,378 

 （割合） 16.9% 17.0% 17.5% 18.6% 19.0% 19.9% 20.6% 29.3% 

資料：介護保険事業状況報告（９月月報）、令和３年以降は山田町長寿福祉課独自推計 
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 (2) 第１号被保険者の要介護・要支援認定の状況 

   第１号被保険者の要支援・要介護認定者数は、令和２年９月末日現在で976人、第１号被

保険者全体に占める割合は16.3％となっており、平成30年と比べ12人、認定率で0.3ポイン

トの減となっています。 

   要介護度別に平成30年と令和２年を比較すると、要支援１・２で16人の増、要介護１～

５で28人の減となっています。 

■第１号被保険者の要介護・要支援認定者の要介護度別の推移               単位：人 

 
平成30年 
(2018年) 

令和元年 
(2019年) 

令和２年 
(2020年) 

令和３年 
(2021年) 

令和４年 
(2022年) 

令和５年 
(2023年) 

令和７年 
(2025年) 

令和22年 
(2040年) 

要支援 137 134 153 149 151 157 161 150 

 要支援１ 40 47 57 56 56 57 57 57 

 要支援２ 97 87 96 93 95 100 104 93 

要介護 851 832 823 851 864 880 894 899 

 要介護１ 133 125 148 158 160 162 165 153 

 要介護２ 246 258 242 252 252 257 259 257 

 要介護３ 162 147 151 156 160 163 167 165 

 要介護４ 181 182 177 179 183 186 190 200 

 要介護５ 129 120 105 106 109 112 113 124 

合 計 988 966 976 1,000 1,015 1,037 1,055 1,049 

認定率 16.6% 16.2% 16.3% 16.7% 17.2% 17.8% 18.6% 22.3% 

資料：介護保険事業状況報告（９月月報）、令和３年以降は山田町長寿福祉課独自推計 

 

■調整済み認定率の比較                      単位：％ 

 
資料：厚生労働省「見える化システム」 

※調整済み認定率…認定率の大小に大きな影響を及ぼす「第１号被保険者の性・年齢別人口構成」の影響を除外した
認定率 

  



第２章 高齢者の現状 

- 9 - 

   年齢区分ごとにみると、85歳以上で認定率が50％を超えています。今後、75歳～84歳及

び85歳以上の被保険者が増加することに伴い、要支援・要介護認定者数も増加することが

予測され、令和７年には1,055人になるものと推計しています。 

■第１号被保険者の要介護・要支援認定者数・認定率の推移               単位：人 

 
平成30年 
(2018年) 

令和元年 
(2019年) 

令和２年 
(2020年) 

令和３年 
(2021年) 

令和４年 
(2022年) 

令和５年 
(2023年) 

令和７年 
(2025年) 

令和22年 
(2040年) 

要介護・要支援認定者 988 966 976 1,000 1,015 1,037 1,055 1,049 

 65歳～74歳 110 110 112 120 116 111 97 78 

 75歳～84歳 349 337 322 320 331 336 358 238 

 85歳以上 529 519 542 560 568 590 600 733 

第１号被保険者認定率 16.6% 16.2% 16.3% 16.7% 17.2% 17.8% 18.6% 22.3% 

 65歳～74歳 4.0% 4.0% 4.0% 4.3% 4.3% 4.4% 4.4% 4.3% 

 75歳～84歳 16.1% 15.4% 14.9% 15.6% 15.8% 15.6% 15.5% 15.9% 

 85歳以上 52.4% 51.2% 51.6% 50.5% 50.7% 50.9% 51.3% 53.2% 

資料：介護保険事業状況報告（９月月報）、令和３年以降は山田町長寿福祉課独自推計 
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 (3) 認知症高齢者の状況 

   要支援・要介護認定を受けた本町の被保険者のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ

以上の方の人数は、平成29年に615人まで増加しましたが、令和２年４月１日現在では568

人となっています。 

■認知症高齢者の状況                        単位：人 

 
平成27年 
(2015年) 

平成28年 
(2016年) 

平成29年 
(2017年) 

平成30年 
(2018年) 

令和元年 
(2019年) 

令和２年 
(2020年) 

自立 162 156 165 136 160 160 

Ⅰ 230 249 227 219 224 218 

Ⅱａ 90 90 99 80 90 97 

Ⅱｂ 162 165 204 176 185 164 

Ⅲａ 163 160 158 161 143 134 

Ⅲｂ 38 34 35 30 28 35 

Ⅳ 108 99 92 93 105 100 

Ｍ 15 20 27 38 41 38 

資料：山田町長寿福祉課（各年４月１日現在） 

 

 
 

【認知症高齢者の日常生活自立度】 

Ⅰ…何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 

Ⅱ…日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立
できる。 

・Ⅱａ…家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 

・Ⅱｂ…家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 

Ⅲ…日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 

・Ⅲａ…日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

・Ⅲｂ…夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

Ⅳ…日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 

Ｍ…著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 
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３ 介護保険給付の状況 

 (1) 受給者数の推移 

   各年度における介護保険サービス受給者総数（各月の利用者数の累計）は、平成28年度

の9,664人をピークに減少し、令和元年度は9,079人となっています。 

   サービス系列別に平成27年度と令和元年度を比較すると、在宅サービスは6,581人から

6,050人、地域密着型サービスは455人から441人にそれぞれ減少、施設サービスは2,364人

から2,588人に増加しています。 

■介護保険サービスの受給者総数の推移                    単位：人 

 
資料：介護保険事業状況報告（年報、令和元年度は月報） 

※居住系サービスは、「認知症対応型共同生活介護」「特定施設入居者生活介護」（いずれも地域密着型及サービス及
び予防給付含む） 

※在宅サービスは、「居住系サービス」「施設サービス」以外のサービス受給者。 
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 (2) 介護給付サービス利用者数及び給付費の状況 

   介護給付によるサービス利用者の状況をみると、実績値はおおむね計画値の範囲内にあ

るものが多くなっています。令和元年度では、訪問看護、居宅療養管理指導、通所介護、短

期入所療養介護（老健）、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設で実績値が計画値を

上回っています。 

■介護サービスによる利用者数の状況                       単位：人／月 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

１）居宅サービス       

 訪問介護 164 154 165 155 168 157 

 訪問入浴介護 62 65 62 60 62 59 

 訪問看護 42 45 42 45 45 37 

 訪問リハビリテーション 78 65 80 73 80 76 

 居宅療養管理指導 9 6 9 10 9 14 

 通所介護 74 72 73 77 75 73 

 通所リハビリテーション 159 125 159 131 161 144 

 短期入所生活介護 40 33 40 30 41 27 

 短期入所療養介護 14 18 14 24 14 16 

 福祉用具貸与 281 264 284 270 293 275 

 特定福祉用具購入費 9 6 9 6 9 6 

 住宅改修 5 3 5 3 5 2 

 特定施設入居者生活介護 0 1 0 2 0 3 

２）地域密着型サービス       

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 1 1 0 1 0 

 夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 0 

 地域密着型通所介護 48 39 48 33 49 31 

 認知症対応型通所介護 0 0 0 0 0 0 

 小規模多機能型居宅介護 40 34 40 30 40 30 

 認知症対応型共同生活介護 37 37 46 35 46 42 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0 

 
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護 

0 0 0 0 0 0 

 看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 0 0 

３）施設サービス       

 介護老人福祉施設 127 131 127 131 127 126 

 介護老人保健施設 86 83 86 86 86 87 

 介護医療院 0 0 0 0 0 0 

 介護療養型医療施設 0 0 0 0 0 0 

４）居宅介護支援 454 421 456 420 464 417 

資料：介護保険事業状況報告（平成30年度は年報、令和元年度は月報、令和２年度は年度途中の見込み値） 

※単位未満は四捨五入により端数処理しています。 
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   介護給付による給付費の状況をみると、令和元年度では、訪問介護、訪問入浴介護、居宅

療養管理指導、短期入所療養介護（老健）、介護老人福祉施設、介護老人保健施設などで実

績値が計画値を上回っています。 

■介護サービスによる給付費の状況                         単位：千円 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

１）居宅サービス       

 訪問介護 116,319 134,845 117,652 141,856 121,282 138,347 

 訪問入浴介護 41,894 44,667 41,912 44,356 41,912 46,448 

 訪問看護 21,113 20,237 21,122 19,399 22,681 13,738 

 訪問リハビリテーション 42,058 31,553 43,231 37,670 43,426 40,211 

 居宅療養管理指導 843 547 844 1,475 844 1,901 

 通所介護 55,173 49,318 54,507 52,317 56,519 59,570 

 通所リハビリテーション 122,049 89,455 122,050 95,050 123,417 100,154 

 短期入所生活介護 48,943 29,845 48,965 28,803 50,799 32,658 

 短期入所療養介護 12,141 19,136 12,146 27,275 12,146 16,295 

 福祉用具貸与 50,877 51,013 51,606 51,765 53,582 54,217 

 特定福祉用具購入費 2,860 2,219 2,860 2,055 2,860 1,959 

 住宅改修 5,648 2,706 5,648 2,794 5,648 2,367 

 特定施設入居者生活介護 0 2,180 0 5,073 0 8,707 

２）地域密着型サービス       

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 3,259 1,650 3,260 0 3,260 0 

 夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 0 

 地域密着型通所介護 51,270 39,916 51,293 37,914 52,695 40,394 

 認知症対応型通所介護 0 0 0 0 0 0 

 小規模多機能型居宅介護 102,175 79,270 102,221 76,581 104,090 79,275 

 認知症対応型共同生活介護 114,874 113,229 142,715 108,706 142,715 132,018 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0 

 
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護 

0 0 0 0 0 0 

 看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 0 0 

３）施設サービス       

 介護老人福祉施設 408,130 428,138 408,313 430,966 408,313 429,689 

 介護老人保健施設 288,478 279,198 288,607 295,515 288,607 298,781 

 介護医療院 0 0 0 0 0 0 

 介護療養型医療施設 0 0 0 0 0 0 

４）居宅介護支援 83,860 81,290 84,346 78,718 85,972 77,392 

合 計 1,571,964 1,500,413 1,603,298 1,538,287 1,620,768 1,574,122 

資料：介護保険事業状況報告（平成30年度は年報、令和元年度は月報、令和２年度は年度途中の見込み値） 

※単位未満は四捨五入により端数処理しています。 
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 (3) 介護予防給付サービス利用者数及び給付費の状況 

   介護予防給付によるサービス利用者の状況をみると、令和元年度では、介護予防通所リ

ハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、介護予防支援で実績値が計画値を上回ってい

ます。 

■介護予防サービスによる利用者数の状況                     単位：人／月 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

１）介護予防サービス       

 介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 0 0 

 介護予防訪問看護 6 5 6 5 6 6 

 介護予防訪問リハビリテーション 16 10 16 10 17 10 

 介護予防居宅療養管理指導 0 0 0 0 0 0 

 介護予防通所リハビリテーション 10 15 10 18 10 28 

 介護予防短期入所生活介護 1 0 1 0 1 0 

 介護予防短期入所療養介護 0 0 0 0 0 0 

 介護予防福祉用具貸与 17 20 17 21 17 22 

 特定介護予防福祉用具購入費 2 0 2 1 2 1 

 介護予防住宅改修 1 0 1 1 1 1 

 介護予防特定施設入居者生活介護 1 0 1 0 1 0 

２）地域密着型介護予防サービス       

 介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 0 0 0 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 11 12 11 11 11 10 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 0 0 

３）介護予防支援 40 40 41 43 41 53 

資料：介護保険事業状況報告（平成30年度は年報、令和元年度は月報、令和２年度は年度途中の見込み値） 

※単位未満は四捨五入により端数処理しています。 

 

   介護予防給付による給付費の状況をみると、令和元年度では、介護予防訪問看護、介護

予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、介護予防支援などで実績値が計画

値を上回っています。 

■介護予防サービスによる給付費の状況                       単位：千円 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

１）介護予防サービス       

 介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 0 0 

 介護予防訪問看護 1,807 2,247 1,808 2,285 1,808 2,573 

 介護予防訪問リハビリテーション 9,455 4,127 9,459 4,271 10,286 5,178 

 介護予防居宅療養管理指導 0 0 0 0 0 0 

 介護予防通所リハビリテーション 4,512 6,871 4,514 8,127 4,514 12,015 
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 介護予防短期入所生活介護 423 22 423 36 423 68 

 介護予防短期入所療養介護 0 0 0 0 0 0 

 介護予防福祉用具貸与 1,737 1,913 1,737 2,150 1,737 2,222 

 特定介護予防福祉用具購入費 444 65 444 296 444 375 

 介護予防住宅改修 1,245 159 1,245 1,261 1,245 816 

 介護予防特定施設入居者生活介護 1,279 0 1,280 0 1,280 0 

２）地域密着型介護予防サービス       

 介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 0 0 0 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 10,171 10,818 10,175 9,919 10,175 8,901 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 0 0 

３）介護予防支援 2,199 2,157 2,259 2,333 2,259 2,862 

合 計 33,272 28,378 33,344 30,679 34,171 35,009 

資料：介護保険事業状況報告（平成30年度は年報、令和元年度は月報、令和２年度は年度途中の見込み値） 

※単位未満は四捨五入により端数処理しています。 

 

 (4) 介護予防・日常生活支援総合事業の利用者数の状況 

   介護予防・日常生活支援総合事業の対象となる事業対象者および要支援１・２の認定を

受けた人数は、令和２年10月１日現在で289人となっています。 

   介護予防・生活支援サービスは、従来の介護予防給付から移行した訪問型サービス・通

所型サービス及び訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）のほか、令和２年度から通

所型サービスＡ（基準緩和型サービス）を実施しています。 

■介護予防・日常生活支援総合事業の対象者の状況（各年10月１日現在）   単位：人 

区   分 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

対象人数 223 235 289 

 事業対象者 86 101 136 

 要支援１ 40 47 57 

 要支援２ 97 87 96 

 

■介護予防・生活支援サービスの利用者数の状況           単位：人／月 

区   分 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

訪問型サービス（介護予防訪問介護相当） 37 34 32 

訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス） 4 1 1 

通所型サービス（介護予防通所介護相当） 17 12 10 

通所型サービスＡ（基準緩和型サービス） － － 63 

介護予防ケアマネジメント 30 36 32 

※令和２年度は年度途中の見込み値 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

 

 

  本町では、山田町総合計画第９次⾧期計画（平成28年度～令和７年度）において、「健やか

で心温まる地域づくり」を施策の基本方向のひとつに掲げ、一人ひとりが保健・医療・福祉な

どの必要なサービスを必要な時に受けられ、ともに支え合う地域社会を形成し、全ての町民

が生きがいをもって健康に暮らせる環境づくりに取り組みながら、町民が主役となって、積

極的・主体的に参画する地域づくりを推進しています。 

  少子高齢化に伴い、本町では、総人口の減少とともに高齢者人口が減少に転じる中、介護

ニーズが特に高い85歳以上は今後も大幅な増加が続くものと見込まれます。高齢者の単身世

帯や夫婦のみの世帯、認知症の人の増加により、生活を支援するためのサービス需要がさら

に増加・多様化することが予測され、中⾧期的に安定した介護サービスの提供が求められる

一方で、現役世代の減少による介護従事者の不足など、将来に向けたさまざまな社会保障制

度上の課題も挙がっています。 

  このような中で、高齢者が安心して日常生活を営むことを持続して可能にするためには、

限られた社会資源を有効に活用しながら、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生

活の支援が提供される体制（地域包括ケアシステム）を本町の実情に応じて深化・推進して

いくことが重要です。 

  こうしたことを踏まえ、本計画の基本理念を「ともに支え合い いつまでも健やかに 安

心して暮らせるまちづくり」とし、高齢者が自ら健康づくり・介護予防に努め、地域社会で生

きがいを持って活躍し、医療や介護が必要となっても地域や人とのつながりを保ちながら自

分らしい生活を安心して続けられるよう、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシス

テムのさらなる推進や地域づくりなどの実現に向けて取り組みます。 
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２ 基本目標 

  基本理念の実現を目指し、次の３つの目標を定めます。 

基本目標Ⅰ 生きがいづくりと介護予防の推進 

  いつまでも健康でいきいきと暮らしていくためには、年齢にとらわれることなく主体的に

活動し、自立した生活をするための生きがいづくりや健康づくりをしていくことが重要です。 

  高齢者一人ひとりが、個性と能力を最大限に発揮し、地域や社会における役割を積極的に

担い、活躍の機会がさらに広がるよう、生きがいづくりや社会参加を促進します。 

  また、高齢者が自らの健康に関心を持ち、健康づくりや介護予防などの取組に参加できる

よう、ニーズに合った健康づくり・介護予防サービスの充実を図るとともに、自分が住む地

域での自主的な活動においてより効果的な介護予防の取組ができるよう支援を行います。 

  これら取組は、「新しい生活様式」を踏まえ、感染予防対策を徹底した上で事業を推進して

いきます。 

基本目標Ⅱ 住み慣れた地域で安心して暮らすことができる仕組みづくり 

  少子高齢化や核家族化が進行している中、地域には生活上の課題を抱えやすく、周囲もそ

の課題に気付きにくいひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増えています。 

  高齢者ができるだけ住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるようにするため、

地域住民や支援者、福祉関係者、医療機関、行政などが連携し、地域のネットワークづくりを

強化しながら、包括的な地域ケア体制の充実を図ります。 

  また、継続して自立した生活が送れるような支援策として、単身高齢者世帯の安否確認や

高齢者世帯の閉じこもり防止対策など、それぞれが抱える問題に応じたきめ細かな事業の展

開が必要とされています。町が実施している事業の周知を図りながら、ニーズに応じた福祉

サービスを提供するとともに、高齢者の移動手段の確保など、地域ごとの課題に対応した福

祉施策についても今後検討していきます。 

基本目標Ⅲ 介護保険事業の健全かつ円滑な運営 

  介護サービスを必要とする高齢者が今後も増加すると見込まれる中、高齢者一人ひとりと

その家族の生活の状況に応じたサービスを提供できる体制を整備することは、地域包括ケア

システムの構築には欠かせません。 

  必要な介護保険サービスが受けられ地域で安心して住み続けられるよう、各種サービスの

確保と充実を図るとともに、町内外の事業所などと連携を図りながら、利用者の多様なニー

ズに対応した適切なサービスの提供に努めます。 

  また、介護保険事業の適正な運用と持続可能な運営のため、介護サービス事業者への助言

や指導監督を行うとともに、適切なサービス提供のための介護給付の適正化などに取り組み

ます。 
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３ 施策の体系 

基本 

理念 
基本目標 基本施策 

と
も
に
支
え
合
い 

い
つ
ま
で
も
健
や
か
に 

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
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Ⅰ 生きがいづくりと介護予防

の推進 

１ 生きがいづくりと社会活動への参加の促進 

２ 健康づくりの推進 

３ 介護予防の強化 

Ⅱ 住み慣れた地域で安心して

暮らすことができる仕組みづ

くり 

１ 包括的な地域ケア体制の充実 

２ 在宅医療と介護連携の推進 

３ 生活支援体制整備事業の推進 

４ 認知症高齢者及び家族への支援 

５ 家族介護者への支援 

６ 在宅福祉サービスの充実 

７ 安心して暮らせる環境整備の推進 

８ 高齢者の居住安定に係る施策との連携 

Ⅲ 介護保険事業の健全かつ円

滑な運営 

１ 介護保険制度の適正運用 

２ 介護人材の確保及び資質の向上 

３ 災害対策・感染症対策 
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４ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

  地域包括ケアシステムは、高齢者自身が、心身ともに健康を維持する努力をし、地域社会

がその生活を支援し、「自助・互助・共助・公助」がバランスよく調整され、必要に応じてサ

ービスを利用しながら、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続ける

ことができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供されるようにするた

めの仕組みです。 

  本町では、第６期計画から地域包括ケアシステムの構築に取り組んできましたが、日常生

活上で支援の必要な高齢者が増える中、更なる医療・介護・予防等の一体的な提供、多様な生

活支援の提供が必要となります。 

  本計画では、これまでの取組を深化・推進するため、地域・事業者・行政などの関係機関と

の連携や地域の中で活動する担い手の育成や確保に取り組むとともに、地域包括ケアシステ

ムの中心となる地域包括支援センターの運営強化や住民主体の介護予防事業、身近な地域住

民による声かけや見守りなど、本町の地域特性に応じた効果的な事業を横断的に推進し、体

制の充実に努めます。 

 

 

 

 

  



第３章 計画の基本的な考え方 

- 21 - 

５ 日常生活圏域の設定 

  介護保険事業計画では、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付など対

象サービスを提供するための施設の整備の状況、その他の条件を総合的に勘案して、各市町

村の高齢化のピーク時までに目指すべき地域包括ケアシステムを構築することを念頭におい

て定めることとされています。 

  本町においては、第７期までと同様に、山田、船越、織笠、大沢、豊間根の５圏域として設

定します。 

■日常生活圏域ごとの人口と高齢化率（令和２年10月１日現在）             単位：人 

 山 田 船 越 織 笠 大 沢 豊間根 合 計 

総人口 4,881 3,415 2,123 1,726 2,959 15,104 

40歳未満 1,376 959 606 569 819 4,329 

40歳～64歳 1,511 1,049 677 563 1,014 4,814 

高齢者人口 1,994 1,407 840 594 1,126 5,961 

 65歳～74歳 870 680 398 275 558 5,781 

 75歳～84歳 737 509 286 228 385 2,145 

 85歳以上 387 218 156 91 183 1,035 

高齢化率 40.9% 41.2% 39.6% 34.4% 38.1% 39.5% 

資料：住民基本台帳 

 

■日常生活圏域ごとの高齢者世帯数等（令和２年10月１日現在）            単位：世帯 

 山 田 船 越 織 笠 大 沢 豊間根 合 計 

総世帯数  2,318 1,407 914 697 1,206 6,542 

高齢者がいる世帯 1,445 979 587 407 772 4,190 

 高齢者のみの世帯 934 512 313 172 374 2,305 

  高齢者ひとり暮らし世帯 598 287 183 93 206 1,367 

   うち要介護者単身世帯 185 50 35 9 43 322 

  高齢者夫婦のみの世帯 284 196 112 72 145 809 

   夫婦のどちらかが要介護 35 22 18 7 11 93 

   夫婦とも要介護 11 2 2 1 1 17 

  その他の高齢者のみの世帯 52 29 18 7 23 129 

   うち要介護者がいる世帯 26 10 7 4 12 59 

資料：住民基本台帳 

※「要介護者」は、要介護１～５の認定を受けた方を集計しています。 
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■町内の介護保険施設及び地域密着型サービス事業所の立地状況 

種 別 圏 域 名 称 

指定介護老人福祉施設 山 田 特別養護老人ホーム平安荘 

介護老人保健施設 山 田 介護老人保健施設さくら山 

地域密着型通所介護事業所 豊間根 石峠宅老所 

小規模多機能型居宅介護事業所 山 田 小規模多機能型居宅介護事業所 恵みの里 眺望 

 船 越 小規模多機能センター 絆の里 やすらぎ 

認知症高齢者グループホーム 山 田 あお空グループホーム山田 

 山 田 グループホームまぶる いろは館 

 大 沢 グループホームまぶる 

 豊間根 ホームとよまね 

 豊間根 ホームとよまね２号館 
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第４章 施策の展開 

 

基本目標Ⅰ 生きがいづくりと介護予防の推進 

１ 生きがいづくりと社会活動への参加の促進 

  高齢者がいきいきと暮らし続けるためには、身近な地域での生きがいづくりが重要となり

ます。高齢者が生きがいを感じる活動は多様化しているため、さまざまなニーズに対応した

事業を進めていきます。 

  また、少子高齢化が進展する中で、多くの元気な高齢者には、地域社会における積極的な

役割が求められています。高齢者が持つ豊かな知識、技術、経験を有効な社会資源として活

かし、高齢者が活躍できる場所や機会の充実を図っていきます。 

  【主な実施事業等】 

① 老人クラブ活動等事業  高齢者の活力を高め、魅力ある老人クラブづくりをめざし、
クラブ活動や研修などを通じて、組織の充実と活動の促進を
支援します。 

② 高齢者大学  高齢者相互の交流と学習の場として高齢者大学を開催し趣
味活動や創作活動を通じて生きがいづくりを支援します。 

③ お座敷広場  各地区の集会所において昼食を提供し、血圧測定、健康講
話、ゲームなどを行い、介護予防の普及を図ります。 

④ さわやか健康教室  概ね65歳以上の男性を対象に、月２回調理実習や栄養学習
を実施し、会食やレクリエーションにより参加者の交流支援
を行います。 

⑤ 喜寿を祝う会  77歳の喜寿を祝い、多年にわたり地域社会に貢献された方
を敬愛し、広く町民が高齢者の福祉について関心と理解を深
めるとともに、高齢者自身の生活意欲向上のため開催します。 

⑥ シルバー人材センター  高齢者に就業の場と社会参加を促進するシルバー人材セン
ターに対し、運営費の一部を補助し、高齢者雇用の促進と生
きがいのある老後づくりを支援します。 
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２ 健康づくりの推進 

  高齢者が住み慣れた地域で、自分らしくいきいきと暮らし続けていくためには、健康を維

持しつつ生きがいを持って日常生活をおくることが重要です。そのためには、一人ひとりが

若年期から日々の生活の中で自らの健康に関心を持ち、より健全な生活習慣を身につけ、生

活習慣病の予防・改善に努めることが必要です。 

  高齢者一人ひとりの健康意識を高めるため、健康づくりに関する情報提供の充実や健康増

進に係わる活動の促進など、町民の主体的な取組を支援するとともに、保健や福祉サービス

など必要な情報が、適正、的確に提供されるよう、地域における福祉活動などを通じて、保健

福祉に対する周知と理解を図ります。 

  また、健康であることは病気にかからないことでもあり、山田町の三大死因である、悪性

新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患（脳卒中）を予防することが健康寿命の延伸に重要と考

えられます。これらの予防のため、食生活の改善や日常的な心身の健康づくり等の保健サー

ビスの充実を図るとともに、疾病の早期発見・早期治療のための各種健康診査・がん検診事

業などに取り組みます。 

  【主な実施事業等】 

① 脳卒中をはじめとする生活習慣
病の発症予防と重症化予防 

 保健・福祉・医療が連携し、予防のための健康教室・健康相
談・保健指導を実施します。 

② 特定健康診査・特定保健指導  国民健康保険に加入されている40歳～74歳の方を対象とし
て、生活習慣病予防のための特定健康診査を実施します。受
診率向上のため夕方や休日の実施のほか、未受診者に対して
再度日程を設けて実施します。 

③ 後期高齢者健康診査  75歳以上の方の健康診査を、岩手県後期高齢者医療広域連
合から委託補助を受けて実施します。 

④ 各種がん検診などの実施  胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん、前立腺が
ん検診、肝胆腎検診や結核検診などを実施します。 

⑤ 各種予防接種 ・ 高齢者インフルエンザワクチン予防接種 

  インフルエンザワクチンの予防接種により、肺炎や気管
支炎等の発病や重病化の予防効果があることから、65歳以
上の方に予防接種の費用を助成します。 

・ 高齢者肺炎球菌ワクチン 

  肺炎球菌ワクチンは肺炎球菌の感染による高齢者等の肺
炎予防に効果があることから、65歳、70歳、75歳、80歳、85
歳、90歳、95歳、100歳の方に予防接種の費用を助成します。 

⑥ 食育の推進  生涯にわたり、正しい食生活について普及するとともに、
生活習慣病予防、低栄養予防に努めます。 

⑦ こころの健康づくり  宮古地域こころのケアセンターなどと連携し、こころの支
援やこころの健康づくりに努めるほか、ゲートキーパー養成
講座を行い、身近に相談できる人を増やします。 
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３ 介護予防の強化（介護予防・日常生活支援総合事業の推進） 

 (1) 介護予防・生活支援サービス 

   本町では、従来の介護予防給付から移行した訪問型サービスと通所型サービスに加え、

訪問型サービスＣ（専門職による短期集中予防サービス）と通所型サービスＡ（基準を緩

和した通所サービス）を実施しています。 

   本計画においては、地域の特性にあったサービスの提供体制づくりに取り組むとともに、

介護予防の必要性や実施状況等について、広く普及・啓発に努めます。また、ボランティア

活動など地域で主体的に活動している人的資源の活用や元気な高齢者の社会参加活動の支

援に着目した新たな住民主体の生活支援サービスも検討します。 

  【主な実施事業等】 

① 訪問型サービス（介護予防訪問介
護相当） 

 町が指定する訪問介護事業所の訪問介護員が利用者宅を訪
問し、食事の準備や清掃などを一緒に行い、利用者ができる
ことを増やす支援を行います。 

② 訪問型サービスＣ（短期集中予防
サービス） 

 リハビリ専門職が利用者宅を訪問し、生活環境改善及び運
動機能向上に向けた個別プログラムを概ね３か月間（最大６
か月間まで）行います。 

③ 通所型サービス（介護予防通所介
護相当） 

 町が指定する通所介護事業所で、食事・入浴などのサービ
スや生活機能向上のための訓練を日帰りで行います。 

④ 通所型サービスＡ（基準緩和通所
サービス） 

 高齢者が気軽に集まることができる場所を継続的に提供
し、参加者同士が交流することにより心身機能の維持向上を
図ります。 

⑤ 生活支援サービス（配食サービス
事業） 

ひとり暮らし高齢者等に、週２回以内の範囲において夕食
時に栄養のバランスのとれたお弁当を届け、利用者の安否確
認を行います。 

⑥ 介護予防ケアマネジメント事業  高齢者が要介護状態になることをできる限り防止するた
め、要支援者の心身の状況や環境などに合った適切なサービ
スを効率よく提供できるよう必要な支援を行います。 

   

 (2) 介護予防把握事業 

   地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要す

る人を介護予防活動へつなげるため、介護予防を必要とする高齢者の早期把握に努めます。 

 (3) 介護予防の普及啓発 

   教室の開催等を通じた情報提供に努めながら、要介護状態になる前から高齢者が自ら主

体的に健康づくりや介護予防に取り組むことができるよう、支援を行います。 

  【主な実施事業等】                                      

① 介護予防・認知症予防教室（楽ら
く健康アップ教室） 

 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を送り続けられ
るように、介護予防や認知症予防のため、運動やレクなどを
組み合わせた教室を行います。 

② シルバーリハビリ体操教室  シルバーリハビリ体操を活用した介護予防や住民の交流が
図れる通いの場づくりを行います。 
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 (4) 住民主体の介護予防活動の推進 

   元気高齢者や虚弱高齢者等分け隔てなく、人と人とのつながりを通じて、生きがいや役

割を持って生活できるよう、高齢者の活動を支援します。また、住民主体で参加しやすい、

地域に根ざした介護予防地区自主活動の推進を図り、その担い手である介護予防ボランテ

ィアの育成や継続した支援を行います。 

  【主な実施事業等】                                      

① 介護予防地区自主活動団体の育
成と支援 

 各地区において、主体的に介護予防活動を展開する団体の
立ち上げを促すとともに、活動費の助成や講師の派遣等によ
り活動を支援します。 

② 介護予防ボランティアの養成及
び育成 

 地域で活動する介護予防の担い手であるボランティアを育
成するため、シルバーリハビリ体操指導者養成研修会等を開
催し、継続的な支援を行います。 

   

 (5) 地域における介護予防の取組強化 

   地域における介護予防の取組を機能強化するために地域ケア個別会議、サービス担当者

会議、住民主体の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進します。 

  【主な実施事業等】                                      

① 地域リハビリテーション活動支
援事業 

 住民主体の通いの場等へリハビリテーション専門職等を派
遣し、住民へ介護予防に関する技術的助言を行います。 

   

 

■一般介護予防事業の実績と事業量の見込み 

区   分 
第７期 第８期 

平 成 
30年度 

令 和 
元年度 

令 和 
２年度 

令 和 
３年度 

令 和 
４年度 

令 和 
５年度 

介護予防・認知症予防教室参加者実人数 
                （人） 

26 15 － 15 15 15 

シルバーリハビリ体操教室参加者実人数 
                （人） 

24 24 － 30 30 30 

介護予防地区活動団体数    （団体） 18 20 21 22 23 23 

介護予防ボランティア活動者数  （人） 91 99 83 85 90 90 

地域リハビリテーション活動支援（通い
の場等への専門職の派遣）   （団体） 

19 18 5 22 23 23 

※令和２年度は９月末現在の状況 
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基本目標Ⅱ 住み慣れた地域で安心して暮らすことができる仕組みづくり 

１ 包括的な地域ケア体制の充実 

 (1) 地域包括支援センターの機能強化 

   高齢化の進展や要支援・要介護者の増加に伴い、心身の健康や生活に関する相談の増加

や困難事例への対応の必要性が高まっています。高齢者が住み慣れた地域で、健康でいき

いきとした生活を送っていくためには、介護保険サービスだけでなく、保健・医療・福祉の

専門職、ボランティアなどのさまざまな資源を統合したケアが必要となります。 

   本町では、町直営の地域包括支援センター（１か所）を中心に地域包括ケア体制の整備

を推進しています。全体的なサービス調整や介護予防機能に加え、在宅医療・介護連携の

推進、認知症支援の推進、地域包括ケア会議の推進、生活支援サービスを担う多様な主体

の支援体制の整備及び総合事業の実施を図るため、業務体制整備を進めます。 

 【地域包括支援センターの機能強化】 

  

   

 (2) 総合相談・支援業務の推進 

  ① 実態把握 

    窓口相談や家庭訪問、支援者ネットワークとの連携、関係機関情報交換会、地域ケア

会議等の方法により、地域の高齢者の心身状況や家庭環境等についての実態把握を行う

ことで、地域に存在する問題やニーズの早期発見・早期対応に努めます。  

  ② 総合相談支援事業 

     高齢者ができる限り地域で安心して生活できるよう、関係機関と連携を図りながら、

介護や生活支援、権利擁護等さまざまな相談に総合的に対応します。また、支援を要す

る高齢者を支える地域づくりを目指し、介護保険サービス以外のサービスや多様な社会
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資源を活用し、包括的・継続的な支援を行います。 

   ■相談、訪問件数の推移            単位：件 

区 分 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

来 所 498 539 207 

電 話 1,274 1,648 1,009 

訪 問 958 1,242 704 

   ※令和２年度は９月末現在の状況 

  

(3) 高齢者の権利擁護の推進 

   高齢者等の尊厳ある暮らしを守るため、人権擁護・財産保護等の視点から相談支援を行

います。関係機関と連携し、虐待や消費者被害の早期発見・防止を図るとともに、成年後見

制度をはじめとするさまざまな制度の活用とその体制整備の推進を図ります。 

  ① 成年後見制度の利用促進に向けた取組 

    認知症等の理由により日常生活で必要な判断能力が不十分となっても、住み慣れた地

域で生活を続けていくためには、適切なサービスや制度を選択し、利用契約を行うこと、

日常的な金銭管理・財産管理などの支援が必要です。 

    そのため、成年後見制度の利用促進に向け、関係機関とのネットワークの構築を進め、

中核機関の設置を検討します。 

  ② 成年後見制度の利用支援 

    経済的な理由で申立できない方の申立に要する費用や後見人などへの報酬を助成しま

す。また、何らかの理由により申立を行う人がいない場合は、町⾧申立を行い、適切な制

度利用につなげます。 

  ③ 高齢者虐待の防止 

     民生委員や自治会をはじめとした地域で活動する方や団体、介護サービス事業所、か

かりつけ医、警察署などのネットワークを強化し、高齢者虐待の早期発見、迅速かつ適

切な支援につなげます。 

 (4) 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

   地域の介護支援専門員等が日常的に円滑な業務を行うことができるよう、個別指導や相

談への対応、支援困難事例に係る指導助言等を行うほか、介護支援専門員等研修の実施な

どにより資質の向上を図ります。 

   また、地域ケア会議における個別事例検討や地域課題の検討を通し、課題の共有と必要

な事業の施策化を図るとともに、地域包括ケアシステムネットワークの構築のための連携

強化を図ります。 
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■第７期の実績と第８期の事業量の見込み                       単位：回 

区   分 
第７期 第８期 

平 成 
30年度 

令 和 
元年度 

令 和 
２年度 

令 和 
３年度 

令 和 
４年度 

令 和 
５年度 

包括ケア会議（地域ケア推進会議） 2 1 1 1 1 1 

地域ケア個別会議 3 7 3 12 12 12 

 自立支援型 － 4 3 12 12 12 

 支援困難ケース（随時） － 3 0 － － － 

介護支援専門員等研修 2 2 1 2 2 2 

※令和２年度は９月末現在の状況  
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２ 在宅医療と介護連携の推進（在宅医療・介護連携推進事業） 

  疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けるには、

地域における医療・介護関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を

行うことが必要です。医療・歯科、薬局、看護、リハビリテーション等の医療専門職種と、介

護支援専門員等介護専門職種との連携を推進します。 

 (1) 現状分析・課題抽出・施策立案 

   地域の医療機関、介護事業所の機能を情報収集し、関係機関で共有・活用できるように

整理します。また、人口動態やアンケート等を分析し、町の課題抽出及び対応策を検討し

ます。 

 (2) 対応策の実施 

   地域包括支援センター内に設置した「在宅医療と介護をつなぐ相談室」において、相談

支援や連携推進を行います。また、在宅医療・介護連携に関する講演会の開催等により地

域住民への普及啓発を図ります。 

   医療・介護関係者の情報共有支援のため、医療・介護情報共有化システム（みやこサーモ

ンケアネット）の活用を推進するほか、医療機関との連携会議、多職種の協働・連携に関す

る研修会等を開催し、切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築を図ります。 

 

３ 生活支援体制整備の推進（生活支援体制整備事業） 

  高齢者が住み慣れた地域で地域とのつながりや生きがいを持って暮らし続けることができ

るように、地域のニーズや資源の把握、生活支援・介護予防サービスの開発等を行い、地域住

民やボランティアをはじめとする多様な主体が連携して、地域全体で高齢者の生活を支える

体制づくりに取り組みます。 

  体制整備を進めるため、生活支援コーディネーターを配置し、地域の情報共有や課題につ

いて話し合う「アクション９０」を開催し、地域住民や関係機関と連携して、既存の取組の拡

充や生活支援サービスの創出等に取り組みます。 

  また、住民同士の助け合い活動の創出や高齢者の社会参加を促進するために、生活支援サ

ービスの担い手養成に取り組みます。 

  ■アクション９０の開催状況 

区   分 
平 成 
30年度 

令 和 
元年度 

令 和 
２年度 

協議体（第２層）の設置数 7 7 7 

会議開催回数（第２層） 26 17 7 

会議開催回数（第１層） － － 1 

  ※令和２年度は９月末現在の状況 
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４ 認知症高齢者及び家族への支援（認知症総合支援事業） 

 (1) 認知症理解の普及啓発 

   認知症地域支援推進員を配置し、認知症サポーター養成講座、講演会の開催等により、

認知症に対する正しい知識と対応の普及啓発を行い、認知症になっても本人の意思が尊重

され、出来るかぎり住み慣れた地域での生活を続けられる地域づくりに努めます。 

 (2) 認知症地域支援の強化 

   医療・保健・福祉の専門職からなる認知症初期集中支援チームを配置し、認知症が疑わ

れる方や認知症の方、その家族に初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポー

トを行います。 

   また、認知症の状態に応じた適切なサービスの流れや具体的なケアの内容等を広く周知

するために作成した認知症ケアパスを見直すとともに、関係機関と連携し、介護など必要

なサービスにつなげられるよう情報共有に努めます。 

 (3) 認知症高齢者の権利擁護 

   認知症高齢者の権利を守るため、判断能力が不十分となった方の財産管理や身上監護等

を行う成年後見制度利用支援事業や日常生活自立支援事業の周知、利用支援を行います。 

  【主な実施事業等】 

① 認知症初期集中支援推進事業  認知症の方や家族からの相談に対し、早期診断・早期対応
に向けた会議を月１回開催し、初期支援を包括的、集中的に
行うことで、自立生活のサポートを行います。 

② 認知症カフェ  認知症に関する情報共有や、お互いを理解しあいながら、
認知症になっても安心して暮らせる地域づくりのため、身近
に足を運べる場所で、認知症の方やその家族、地域住民や専
門職が交流できる認知症カフェを開催します。 

③ シルバーSOSネットワーク  行方不明となるおそれがある認知症高齢者等についての情
報を事前登録し、宮古警察署と情報共有しながら、普段から
の見守りや関係機関との連携を強化しながら、速やかな対応
が効率的に図られるように取り組みます。 

 

■第７期の実績と第８期の事業量の見込み 

区   分 
第７期 第８期 

平 成 
30年度 

令 和 
元年度 

令 和 
２年度 

令 和 
３年度 

令 和 
４年度 

令 和 
５年度 

認知症サポーター養成講
座 

開催回数(回) 5 8 1 3 3 3 

養成者数(人) 200 218 11 60 60 60 

孫世代のための認知症講
座 

開催回数(回) 7 7 1 3 3 3 

養成者数(人) 285 204 119 200 200 200 

※令和２年度は９月末現在の状況 
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５ 家族介護者への支援 

  高齢者等を介護する家族の現状として、精神的、身体的な負担が大きいと感じている人が

多いことから、介護者の負担を軽減するための支援が必要です。高齢者やその家族が抱える

悩みや不安の解消に向け、各相談機関との連携・協力体制を強化するとともに、各相談窓口

の周知や介護の悩みを抱え込まないよう啓発に取り組みます。 

  また、家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を目的とした介護者支援のための取組を

推進します。 

  【主な実施事業等】 

① 介護家族リフレッシュ教室  在宅で介護している家族等に介護者同士の交流及び心身の
リフレッシュを行う機会を提供し、身体的、精神的な負担の
軽減を図ります。また、介護を受けている方も一緒に参加し、
当事者同士、教室ボランティア等との交流を図ります。 

② 在宅要介護高齢者等介護慰労金
支給事業 

 在宅で要介護高齢者等を介護保険サービスを利用せずに常
時介護している家族の経済的及び精神的負担の軽減、在宅要
介護高齢者等の在宅生活の継続及び向上を図るため、慰労金
を支給します。 

 

６ 在宅福祉サービスの充実 

  要介護者とその家族がいつまでも住み慣れた家庭や地域で安心して生活するため、介護保

険サービスに加えて、さまざまな日常生活への支援が必要であることから、各種在宅福祉サ

ービスの充実を図ります。 

  【主な実施事業等】 

① 配食サービス事業  ひとり暮らし高齢者等に、週２回以内の範囲において夕食
時に栄養のバランスのとれたお弁当を届け、利用者の安否確
認を行います。 

② 緊急通報体制等整備事業  ひとり暮らしや病弱な高齢者に緊急通報装置を貸与するこ
とにより、急病や災害などの緊急時に、簡単な操作により迅
速に通報できる体制を確立し、日常生活の安全確認と不安解
消を図ります。 

③ 要介護高齢者等おむつ給付事業  在宅の要支援・要介護の高齢者、および重度障がい者に対
し、本人及び介護者の経済的負担の軽減を図るため、おむつ
給付サービスを行います。 

④ 訪問理美容サービス事業  要介護高齢者、心身の障害などで理・美容所に出向くこと
が困難な在宅高齢者に対して理・美容師を派遣し、清潔感の
保持支援を行います。 

⑤ 高齢者日常生活用具給付事業  ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯に対し、日常生活の便宜
を図るため、日常生活用具（電磁調理器、火災報知機、自動消
火器）の給付、電話加入権の貸与を行います。 

⑥ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業  衛生管理が困難な、心身の障害等による寝たきり高齢者に
対し、寝具の消毒乾燥等のサービスを行うことにより、心身
の健康保持を支援し、介護者の負担軽減を図ります。 
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７ 安心して暮らせる環境整備の推進 

  高齢者が要支援・要介護状態になっても住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる環

境を整備することは、高齢者がいきいきと生活するうえで重要な条件です。高齢者が住みや

すい住宅で生活できるよう、住宅改修の支援を行います。 

  また、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増えているなかで、高齢者を地域で見守

るネットワークを構築するとともに、災害時に援助が必要な高齢者に対して迅速かつ適切な

支援をすることができるよう、避難行動要支援者への対策を推進します。 

  【主な実施事業等】 

① 高齢者及び障害者にやさしい住
まいづくり推進事業 

 在宅で自立した生活ができるよう、住宅改善（浴室、トイ
レ、段差解消など）に必要な経費に対して予算の範囲内で助
成を行います。 

② お元気ですか見守りネットワー
ク事業 

 近くに身寄りがなく健康状態が不安な方を近所に住む「見
守り協力員」が週１回程度訪問し、日常の安否確認を行いま
す。 

③ 避難行動要支援者対策  災害時において避難行動に支援が必要な要介護状態の高齢
者を避難行動要支援者名簿への登録を呼びかけ、避難に必要
な支援等を定めた個別計画の作成を進めます。 

 

８ 高齢者の居住安定に係る施策との連携 

 (1) 養護老人ホームへの入所措置 

   65歳以上の高齢者で、身体上もしくは精神上または環境上の理由及び経済的理由により、

居宅において養護を受けることが困難な方を入所措置して保護します。現在の実利用人数

は10人ですが、ひとり暮らし高齢者の増加などにより、今後、増加することも予想されま

す。町内には、養護老人ホームがないことから、要援護高齢者の心身の健康保持のため、町

外の施設と連携を図りながら対応します。 

 (2) 有料老人ホーム等 

   ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加に伴い、在宅生活に不安を抱える人のた

め、一定の見守り機能を持つ施設の需要が全国的に高まっています。本町においては、有

料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の整備の予定がありませんが、今後について

は、高齢者のニーズを把握し、実情を踏まえた上で、必要に応じて促進策を検討します。 

 (3) 低廉な家賃の住まいの活用 

   町営住宅等は、民間の賃貸住宅に比べて家賃も低廉であることから、高齢者の入居者も

多く、特に災害公営住宅における高齢者の入居率が高くなっています。今後も、町住宅担

当課と連携し、高齢者が住宅の確保に困らないよう、情報共有を図りながら対応します。 
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基本目標Ⅲ 介護保険事業の健全かつ円滑な運営 

１ 介護保険制度の適正運用 

 (1) 介護保険制度の周知 

   介護保険サービスを必要とする高齢者が適切なサービスを受けられるよう、介護保険に

ついてのパンフレットを作成し全世帯に配布するとともに、町ホームページや広報誌など

で周知を図ります。また、地域包括支援センターの窓口や出前講座などの場を活用して介

護保険制度を分かりやすく解説し、介護保険制度の趣旨の普及を図ります。 

 (2) 介護給付の適正化 

   介護給付を必要とする受給者に過不足のないサービスが適切に提供されるよう、本計画

と併せて策定する第５期介護給付適正化計画に基づき、「要介護認定の適正化」「ケアプラ

ンの点検」「住宅改修・福祉用具購入・貸与調査」「介護給付費通知」「縦覧点検・医療情報

との突合」を５本の柱として介護給付の適正化に取り組みます。 

   加えて、岩手県国民健康保険団体連合会から提供される給付実績活用データを分析・評

価し、適切なサービス提供と介護費用の効率化に努めます。 

  【主な実施事業等】 

① 要介護認定の適正化  認定調査書類等を職員が点検し、必要に応じて調査員に指
導を行います。調査員による判断の偏りを抑制し、要介護認
定調査の平準化を図り、適切かつ公平な要介護認定の確保に
努めます。 

② ケアプランの点検  介護予防支援事業所が作成するケアプランを定期的に点検
し、利用者の課題解決に向けた計画が立てられているか確認
します。疑義がある場合は支援事業所へ照会し、個々の受給
者が真に必要とするサービスの確保に繋げるとともに、自立
支援に資するケアマネジメントの実践に向けた取組の支援を
目指します。 

③ 住宅改修の点検、福祉用具購入・
貸与調査 

 住宅改修の適正な給付のため、申請のあった利用者の自宅
を着工前又は着工後に訪問調査し、利用者の状態確認及び施
工状況の確認を行います。福祉用具購入・貸与については、
平成16年6月17日老振発第0617001号「介護保険における福祉
用具の選定の判断基準について」に基づき点検を行います。 

④ 介護給付費通知  現物給付のサービス利用者へ定期的に保険給付の状況を送
付し、不正請求が無いか利用票や領収書と照らし合わせて確
認することによって、利用していないサービスに対する不正
の発見や給付の適正化に繋げていきます。 

⑤ 医療情報との突合・縦覧点検  岩手県国民健康保険団体連合会から提供される情報を活用
し、請求情報の縦覧点検や介護と医療情報との突合による請
求実績の確認を行います。 
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２ 介護人材の確保及び資質の向上 

  介護に携わる人材の確保と定着促進が課題となっており、関係機関と連携を図りながら、

その確保等に関する取り組みを総合的に進めていくことが重要です。介護人材の確保と育成

に関する支援について、⾧期的視点に立った効果的な施策の検討を進めます。 

  介護サービス事業所に対しては、介護職員を対象とする資質向上のための研修や、県や岩

手県社会福祉協議会などが行う各種支援制度の周知を図ります。 

  また、これまで介護との関わりがなかった方など、介護未経験者が介護に関する基本的な

知識を身に付けるとともに、介護の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶこ

とができる「介護に関する入門的研修事業」を実施し、介護分野への参入のきっかけを作る

ことで多様な人材の参入を促進します。 

  【主な実施事業等】 

① 介護に関する入門的研修事業  多様な人材の参入を促進することを目的として、これまで
介護との関わりがなかった方など、介護未経験者が介護に関
する基本的な知識を身に付けるとともに、介護の業務に携わ
る上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができるよう
な研修を実施します。 

 

３ 災害対策・感染症対策 

  近年の災害の発生状況や新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、防災や感染症対策に

ついての周知啓発や研修、訓練の実施について、介護事業所と連携して取り組みます。 

  また、災害や感染症発生時に必要な物資等について、備蓄・調達状況の確認を行うととも

に、必要な支援を行います。 
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第５章 介護保険サービスの事業費用と保険料 

１ 要支援・要介護認定者数の推計 

  令和２年９月末現在の要支援・要介護認定率と、年齢段階別の被保険者数の推計などを基

に、令和22年（2040年）までの認定者数を次のとおり推計しました。 

■第１号被保険者の要支援・要介護認定者数の推計              単位：人 

区 分 
令和３年 
(2021年) 

令和４年 
(2022年) 

令和５年 
(2023年) 

令和７年 
(2025年) 

令和22年 
(2040年) 

総数 1,019 1,034 1,056 1,074 1,061 

  要支援１ 59 59 60 60 59 

  要支援２ 96 98 103 107 95 

  要介護１ 159 161 163 166 154 

  要介護２ 257 257 262 264 260 

  要介護３ 159 163 166 170 167 

  要介護４ 179 183 186 190 200 

  要介護５ 110 113 116 117 126 

 うち第１号被保険者 1,000 1,015 1,037 1,055 1,049 

  要支援１ 56 56 57 57 57 

  要支援２ 93 95 100 104 93 

  要介護１ 158 160 162 165 153 

  要介護２ 252 252 257 259 257 

  要介護３ 156 160 163 167 165 

  要介護４ 179 183 186 190 200 

  要介護５ 106 109 112 113 124 

 

２ 必要利用定員総数 

 ① 認知症対応型共同生活介護 

   町内における事業所は、第７期計画中の整備により、５施設の５ユニット45人となって

います。 

   本計画期間中においては、待機者の推移等を踏まえ、新たな整備は見込みません。 

  ■現状・見込み 

区 分 令和元年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

整備数（施設） ― ― 1 ― ― ― 

必要利用定員総数（人） 36 36 45 45 45 45 
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 ② 地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

   町内における事業所はなく、本計画期間中の新たな整備はない状況です。 

 

３ 介護保険サービス量の見込み 

  介護保険サービス量の見込みについては 、これまでの利用実績や利用者数の推移、今後の

認定者数などを踏まえて推計しています。 

■予防給付 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和22年度 

１）介護予防サービス      

 
介護予防訪問入浴介護 

回数(回) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 人数(人) 0 0 0 0 0 

 
介護予防訪問看護 

回数(回) 57.4 70.2 70.2 70.2 70.2 

 人数(人) 6 7 7 7 7 

 
介護予防訪問リハビリテーション 

回数(回) 156.0 168.0 184.0 200.0 184.0 

 人数(人) 10 11 12 13 12 

 介護予防居宅療養管理指導 人数(人) 0 0 0 0 0 

 介護予防通所リハビリテーション 人数(人) 33 35 35 35 33 

 
介護予防短期入所生活介護 

日数(日) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

 人数(人) 1 1 1 1 1 

 
介護予防短期入所療養介護 

日数(日) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 人数(人) 0 0 0 0 0 

 介護予防福祉用具貸与 人数(人) 21 22 23 23 21 

 特定介護予防福祉用具購入費 人数(人) 2 2 2 2 2 

 介護予防住宅改修 人数(人) 1 1 1 1 1 

 介護予防特定施設入居者生活介護 人数(人) 0 0 0 0 0 

２）地域密着型介護予防サービス      

 
介護予防認知症対応型通所介護 

回数(回) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 人数(人) 0 0 0 0 0 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 人数(人) 12 12 12 12 12 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 人数(人) 0 0 0 0 0 

３）介護予防支援 人数(人) 55 55 57 59 54 

※回数・日数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数 
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■介護給付 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和22年度 

１）居宅サービス      

 
訪問介護 

回数(回) 4,029.5 4,146.4 4,238.9 4,293.5 4,361.8 

 人数(人) 163 167 171 173 171 

 
訪問入浴介護 

回数(回) 303.7 313.7 324.4 329.4 344.4 

 人数(人) 60 62 64 65 68 

 
訪問看護 

回数(回) 242.7 261.6 261.6 267.5 273.5 

 人数(人) 39 42 42 43 44 

 
訪問リハビリテーション 

回数(回) 1,246.0 1,278.1 1,310.7 1,310.7 1,310.5 

 人数(人) 80 82 84 84 84 

 居宅療養管理指導 人数(人) 18 18 18 18 20 

 
通所介護 

回数(回) 650.4 658.5 685.7 693.8 682.8 

 人数(人) 76 77 80 81 80 

 
通所リハビリテーション 

回数(回) 1,147.1 1,169.2 1,200.0 1,207.6 1,178.5 

 人数(人) 152 155 159 160 156 

 
短期入所生活介護 

日数(日) 340.5 365.1 365.1 365.1 363.6 

 人数(人) 30 32 32 32 32 

 
短期入所療養介護 

日数(日) 150.0 150.0 150.0 158.7 156.9 

 人数(人) 20 20 20 21 21 

 福祉用具貸与 人数(人) 281 289 298 299 300 

 特定福祉用具購入費 人数(人) 7 7 7 7 7 

 住宅改修 人数(人) 3 3 3 3 3 

 特定施設入居者生活介護 人数(人) 3 3 3 3 3 

２）地域密着型サービス      

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人数(人) 0 0 0 0 0 

 夜間対応型訪問介護 人数(人) 0 0 0 0 0 

 
地域密着型通所介護 

回数(回) 388.1 388.1 400.8 413.6 400.2 

 人数(人) 33 33 34 35 34 

 
認知症対応型通所介護 

回数(回) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 人数(人) 0 0 0 0 0 

 小規模多機能型居宅介護 人数(人) 31 31 34 35 34 

 認知症対応型共同生活介護 人数(人) 45 45 45 45 45 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 人数(人) 0 0 0 0 0 

 
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護 

人数(人) 0 0 0 0 0 

 看護小規模多機能型居宅介護 人数(人) 0 0 0 0 0 

３）施設サービス      

 介護老人福祉施設 人数(人) 130 130 130 134 143 

 介護老人保健施設 人数(人) 89 89 89 94 95 

 介護医療院 人数(人) 0 0 0 0 0 

 介護療養型医療施設 人数(人) 0 0 0 0 0 

４）居宅介護支援 人数(人) 430 440 452 455 447 

※回数・日数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数 
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４ 介護サービス給付費の今後の見通し 

  要支援・要介護認定者の推計結果をもとに、今後の介護サービス給付費を推計すると、本

町の給付費は増加傾向にあることから、今後の要支援・要介護認定者数の増加と相まって、

在宅サービスを中心に給付費の増加が見込まれます。 

■給付費の推移の将来の見通し                           単位：千円 

区 分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和22年度 

総給付費 1,568,965 1,609,131 1,695,178 1,716,571 1,743,595 1,786,188 1,818,692 

 在宅サービス 728,706 739,935 795,612 815,443 841,347 853,755 850,360 

 居住系サービス 113,778 140,726 149,981 150,395 150,959 150,959 150,959 

 施設サービス 726,480 728,470 749,585 750,733 751,289 781,474 817,373 

※令和元年度は実績値。令和２年度は年度途中の見込み値。令和３年度以降が推計値。 

※居住系サービスは、「特定施設入居者生活介護」「認知症対応型共同生活介護」（いずれも地域密着型及サービス及
び予防給付含む） 

※在宅サービスは、「居住系サービス」「施設サービス」以外のサービス給付費。 

 

５ 介護予防・生活支援サービスの見込み 

  これまでの利用実績や利用者数の推移、今後の認定者数などを踏まえて推計しています。 

■介護予防・生活支援サービスの見込み 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和22年度 

対象人数            （人） 286 291 302 311 300 

 事業対象者          （人） 137 140 145 150 150 

 要支援１           （人） 56 56 57 57 57 

 要支援２           （人） 93 95 100 104 93 

訪問型サービス（介護予防訪問介護相当） 
              （人／月） 

37 38 40 41 39 

訪問型サービスＣ（短期集中予防サービ
ス）            （人／月） 

3 3 3 4 4 

通所型サービス（介護予防通所介護相当） 
              （人／月） 

12 13 13 14 13 

通所型サービスＡ（基準緩和型サービス） 
              （人／月） 

70 70 70 70 70 

介護予防ケアマネジメント  （人／月） 29 30 31 32 31 
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６ 第８期計画期間における介護保険事業費の見込み 

 (1) サービス給付費の見込み 

   要支援・要介護認定者数の見込みや第７期の利用状況を基に、第８期のサービス提供状

況及び利用者数の伸びを考慮し、各サービスの給付費を見込んでいます。 

■予防給付                                    単位：千円 

 
第８期計画期間 ※参考 

令和７年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合 計 

１）介護予防サービス 26,875 29,127 29,793 85,795 30,356 

 介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 0 

 介護予防訪問看護 2,993 3,672 3,672 10,337 3,672 

 介護予防訪問リハビリテーション 5,522 5,988 6,550 18,060 7,113 

 介護予防居宅療養管理指導 0 0 0 0 0 

 介護予防通所リハビリテーション 14,019 15,020 15,020 44,059 15,020 

 介護予防短期入所生活介護 344 345 345 1,034 345 

 介護予防短期入所療養介護 0 0 0 0 0 

 介護予防福祉用具貸与 2,077 2,182 2,286 6,545 2,286 

 特定介護予防福祉用具購入費 480 480 480 1,440 480 

 介護予防住宅改修 1,440 1,440 1,440 4,320 1,440 

 介護予防特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 

２）地域密着型介護予防サービス 11,916 11,923 11,923 35,762 11,923 

 介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 0 0 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 11,916 11,923 11,923 35,762 11,923 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 0 

３）介護予防支援 2,996 2,998 3,106 9,100 3,215 

予防給付費計（①） 41,787 44,048 44,822 130,657 45,494 
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■介護給付                                    単位：千円 

 
第８期計画期間 ※参考 

令和７年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合 計 

１）居宅サービス 552,005 567,458 581,238 1,700,701 587,229 

 訪問介護 145,318 149,573 152,914 447,805 154,873 

 訪問入浴介護 46,045 47,571 49,205 142,821 49,972 

 訪問看護 14,505 15,660 15,660 45,825 15,974 

 訪問リハビリテーション 44,904 46,090 47,273 138,267 47,273 

 居宅療養管理指導 2,696 2,698 2,698 8,092 2,698 

 通所介護 63,803 64,741 67,456 196,000 68,359 

 通所リハビリテーション 107,465 109,516 112,660 329,641 113,455 

 短期入所生活介護 36,123 38,666 38,666 113,455 38,666 

 短期入所療養介護 18,930 18,941 18,941 56,812 20,036 

 福祉用具貸与 55,770 57,551 59,314 172,635 59,472 

 特定福祉用具購入費 3,360 3,360 3,360 10,080 3,360 

 住宅改修 4,320 4,320 4,320 12,960 4,320 

 特定施設入居者生活介護 8,766 8,771 8,771 26,308 8,771 

２）地域密着型サービス 270,940 271,421 281,038 823,399 286,186 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 0 0 0 

 夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 

 地域密着型通所介護 44,545 44,570 46,119 135,234 47,865 

 認知症対応型通所介護 0 0 0 0 0 

 小規模多機能型居宅介護 85,180 85,227 92,731 263,138 96,133 

 認知症対応型共同生活介護 141,215 141,624 142,188 425,027 142,188 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 0 0 

 看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 0 

３）施設サービス 749,585 750,733 751,289 2,251,607 781,474 

 介護老人福祉施設 444,417 444,910 445,278 1,334,605 458,584 

 介護老人保健施設 305,168 305,823 306,011 917,002 322,890 

 介護医療院 0 0 0 0 0 

 介護療養型医療施設 0 0 0   

４）居宅介護支援 80,861 82,911 85,208 248,980 85,805 

介護給付費計（②） 1,653,391 1,672,523 1,698,773 5,024,687 1,740,694 

 

総給付費（①＋②） 1,695,178 1,716,571 1,743,595 5,155,344 1,786,188 
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 (2) 標準給付費の見込み 

   介護サービス総給付費のほか、特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス

費等給付額、高額医療合算介護サービス費等給付額、審査支払手数料を以下のように見込

み、第８期における「標準給付費見込額」（介護サービス給付費と給付費以外の費用の合計）

は次のとおりとなります。 

■標準給付費の見込額                               単位：千円 

 
第８期計画期間 ※参考 

令和７年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合 計 

介護サービス総給付費 1,695,178 1,716,571 1,743,595 5,155,344 1,786,188 

特定入所者介護サービス費等給付額（財
政影響額調整後） 

81,940 78,456 80,121 240,517 81,525 

 特定入所者介護サービス費等給付額 91,223 92,565 94,535 278,323 96,146 

 
特定入所者介護サービス費等の見直
しに伴う財政影響額 

9,283 14,109 14,414 37,806 14,621 

高額介護サービス費等給付額（財政影響
額調整後） 

23,248 23,538 24,038 70,824 24,448 

 高額介護サービス費等給付額 23,352 23,695 24,199 71,246 24,612 

 
高額介護サービス費等の見直しに伴
う財政影響額 

104 158 161 423 164 

高額医療合算介護サービス費等給付額 1,865 1,892 1,933 5,690 1,966 

審査支払手数料 1,511 1,518 1,551 4,580 1,778 

標準給付費見込額 1,803,742 1,821,975 1,851,238 5,476,955 1,895,905 

 

 (3) 地域支援事業費の見込み 

   地域支援事業費の見込みは次のとおりです。 

■地域支援事業費の見込額                             単位：千円 

 
第８期計画期間 ※参考 

令和７年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合 計 

介護予防・日常生活支援総合事業費 43,854 44,713 45,477 134,044 46,398 

包括的支援事業（地域包括支援センター
の運営）及び任意事業費 

32,187 32,187 32,187 96,561 32,187 

包括的支援事業（社会保障充実分） 20,786 20,846 20,846 62,478 20,846 

地域支援事業費計 96,827 97,746 98,510 293,083 99,431 
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７ 介護保険料の算定 

 (1) 介護給付費等の財源 

   介護サービス費用は、原則として利用者の負担額（１～３割）を除いた給付費の50%を

保険料、残り50%を税金等の公費で賄うこととなっており、第１号被保険者は給付費の23%

を負担することになります。 

   ただし、調整交付金の割合によって、第１号被保険者の負担割合は増減します。 

   また、地域支援事業のうち、包括的支援事業・任意事業の財源については、第１号被保険

者の保険料と公費で構成されます。 

■介護給付費及び地域支援事業費の財源構成 

 
介護給付費 地域支援事業費 

施設等 その他のサービス 
介護予防・日常生
活支援総合事業費 

包括的支援事業費 
任意事業費 

国 15.0% 20.0% 20.0% 38.5% 

国調整交付金 5.0% 5.0% 5.0% ― 

県 17.5% 12.5% 12.5% 19.25% 

町 12.5% 12.5% 12.5% 19.25% 

第１号被保険者 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 

第２号被保険者 27.0% 27.0% 27.0% ― 

合 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

※調整交付金については、各市町村の高齢化率や所得水準による財政力格差を調整するため、市町村によって５％未
満や５％を超えて交付されることがある。 
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 (2) 第１号被保険者の保険料基準額の算定 

   令和３年度から令和５年度までの３年間の標準給付費見込額、地域支援事業費等をもと

に、第１号被保険者の保険料を以下のように算定しました。 

   第７期までに発生している保険料の剰余金については、各保険者において、最低限必要

と認める額を除いて第８期の保険料上昇抑制のために活用することとされており、町にお

ける財政調整基金を取り崩し、保険料上昇抑制のために充当します。 

■保険料基準額の算定                               単位：千円 

 
第８期計画期間 ※参考 

令和７年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合 計 

標準給付費見込額（①） 1,803,742 1,821,975 1,851,238 5,476,955 1,895,905 

地域支援事業費（②） 96,827 97,746 98,510 293,083 99,431 

 
うち介護予防・日常生活支援総合事
業費（③） 

43,854 44,713 45,477 134,044 46,398 

第１号被保険者負担分相当額（Ａ） 
(①＋②)×23.0％ 

437,131 441,536 448,442 1,327,109 466,909 

調整交付金相当額（Ｂ） 
(①＋③)×5.0％ 

92,380 93,334 94,836 280,550 97,115 

調整交付金見込交付割合（Ｃ） 7.41% 7.41% 7.83%  8.20% 

調整交付金見込額（Ｄ） 
(①＋③)×Ｃ 

136,907 138,322 148,513 423,742 159,269 

財政調整基金取崩額（Ｅ）    97,200 0 

第８期保険料収納必要額 
Ａ＋Ｂ－Ｄ－Ｅ 

   1,086,717 404,755 

予定保険料収納率    99.00% 99.00% 

保険料基準額（月額）    5,600円 6,586円 

※単位未満は四捨五入により端数処理しています。 

 

■基準額の推移 

 計画期間 月額 年額 増減率 

第１期 平成12年度～平成14年度 2,731円 32,800円  

第２期 平成15年度～平成17年度 2,983円 35,800円 ＋9.2％ 

第３期 平成18年度～平成20年度 3,596円 43,200円 ＋20.5％ 

第４期 平成21年度～平成23年度 4,050円 48,600円 ＋12.6％ 

第５期 平成24年度～平成26年度 4,050円 48,600円 ±0.0％ 

第６期 平成27年度～平成29年度 5,000円 60,000円 ＋23.5％ 

第７期 平成30年度～令和２年度 5,377円 64,500円 ＋7.5％ 

第８期 令和３年度～令和５年度 5,600円 67,200円 ＋4.1％ 
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 (3) 各所得段階の保険料 

  ・ 所得段階は、第７期と同様に国の基準に合わせて９段階とします。 

  ・ 第１段階から第３段階までの保険料率については、低所得者保険料軽減措置により、

第１段階が0.5から0.3に、第２段階が0.75から0.5に、第３段階が0.75から0.7にそれぞれ

軽減され、軽減分は公費により負担されます。（網掛けは軽減前の保険料） 

■第１号被保険者の所得段階別保険料 

所得段階 対 象 者 
保険料率（基準
額に対する割合） 

保険料(年額) 

第１段階 

・生活保護受給者の方又は老齢福祉年金受給者で世帯全員
が住民税非課税の方 

・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合
計所得金額(注)の合計が80万円以下の方 

0.3 20,200円 

(0.5) (33,600円) 

第２段階 
本人及び世帯
全員が住民税
非課税 

前年の課税年金収入額と合計所得金額(注)の
合計が80万円超120万円以下 

0.5 33,600円 

(0.75) (50,400円) 

第３段階 
前年の課税年金収入額と合計所得金額(注)の
合計が120万円超 

0.7 47,000円 

(0.75) (50,400円) 

第４段階 本人は住民税
非課税で同一
世帯に住民税
課税者がいる 

前年の課税年金収入額と合計所得金額(注)の
合計が80万円以下 

0.9 60,500円 

第５段階 
前年の課税年金収入額と合計所得金額(注)の
合計が80万円超 

1.0 
（基準額） 

67,200円 

第６段階 

本人が住民税
課税 

前年の合計所得金額が120万円未満 1.2 80,600円 

第７段階 
前年の合計所得金額が120万円以上210万円
未満 

1.3 87,400円 

第８段階 
前年の合計所得金額が210万円以上320万円
未満 

1.5 100,800円 

第９段階 前年の合計所得金額が320万円以上 1.7 114,200円 

(注) 第１段階から第５段階までの『合計所得金額』については、年金収入に係る所得額を差し引いて計算します。 
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《資料１》アンケート調査の結果 
 

１ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

調査期間 令和２年６月９日から令和２年６月26日まで 

調査対象 
山田町内に在住する65歳以上の方のうち、要介護１～５の認定を受けていない
方から無作為抽出した998人 

回収状況 637人（63.8％） 

 

 (1) 毎日の生活について 

   日常生活の中での行動を分けて見てみると、全体の７割以上が「番号を調べて電話をか

ける」（87.6％）、「健康についての関心を持つ」（86.2％）、「年金などの書類を書く」（84.1％）、

「病人を見舞う」（81.9％）、「若い人に話しかける」（74.3％）、「家族や友人の相談にのる」

（73.8％）ことがあると回答しています。 

 ◆日常生活で行っていること 

 
 

 

問４（15）病人を見舞うことが出来るか

問４（16）若い人に自分から話しかけることが

ありますか

問４（11）本や雑誌を読んでいるか

問４（12）健康についての記事や番組に

関心があるか

問４（13）友人の家を訪ねるか

問４（14）家族や友人の相談にのっているか

問４（２）自分で電話番号を調べ、電話を
かけることができるか

問４（３）今日が何月何日か分からない時があ

るか

問４（９）年金などの書類が書けるか

問４（10）新聞を読んでいるか

n = (637)

問４（１）物忘れが多いと感じるか

87.6

30.6

84.1

69.4

63.3

86.2

56.4

73.8

81.9

74.3

10.8

68.1

14.1

29.4

35.2

12.2

42.5

24.0

16.6

23.7

1.6

1.3

1.7

1.3

1.6

1.6

1.1

2.2

1.4

2.0

(%)
52.1 45.2

2.7

は

い

い

い

え

無

回

答
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 (2) 地域での活動について 

   地域での活動の参加頻度について、全ての活動において「参加していない」が全体の半

数近くとなっています。「⑦町内会・自治会」については、全体の17.3％が「年に数回」の

参加をしており、①～⑦の活動の中で、比較的多くの人が参加しています。 

 ◆以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか 

 

 

 (3) 介護サービスと介護保険料について 

 ・ 介護サービスと介護保険料のあり方 

   介護サービスと介護保険料のあり方について、全体では「介護サービスも介護保険料も

今のままでよい」（43.2％）の割合が最も高くなっています。 

 ◆介護サービスと介護保険料のあり方について、どのように感じますか 

 
 

⑧収入のある仕事

④学習・教養サークル

⑤介護予防のための集まり

（シルバーリハビリ体操など）

⑥老人クラブ

⑦町内会・自治会

n = (637)

①ボランティアのグループ

②スポーツ関係のグループやクラブ

③趣味関係のグループ

0.8

0.6

0.2

0.3

0.0

0.6

8.0

1.1

1.1

0.2

1.4

0.3

0.5

2.5

1.1

2.5

0.0

1.1

0.5

0.2

0.8

1.9

6.4

1.7

3.0

4.2

3.3

1.7

1.9

4.6

1.4

2.7

1.6

17.3

3.9

57.9

51.3

59.7

57.6

60.3

45.1

47.9

35.3

33.4

36.9

33.9

33.1

33.1

35.2

(%)

0.2 0.8 1.1

3.0 4.4 56.5 34.1

週

４
回
以

上

週

２
～

３

回

週

１
回

月

１
～

３

回

年

に
数
回

参

加
し
て

い
な
い

無

回
答

20.1 43.2 16.5 20.3

ｎ

(637)

(%)

介

護

サ
ー

ビ

ス

が
必

要

な

方

へ

の

サ
ー

ビ

ス

提

供

は

必

要

な
の

で
、

介

護

保

険

料
が

高

く

な
っ

て

も

し
か

た

が

な

い

介

護

サ
ー

ビ

ス

も
介

護

保

険

料

も

今

の
ま

ま

で

よ

い

提

供

さ

れ

る

サ
ー

ビ

ス

を

減

ら

し

て

も
よ

い

の

で
、

介

護

保
険

料

を

安

く

し

た

方
が

よ

い

無

回

答



資料編  

- 50 - 

 ・ 利用したい介護サービス 

   利用したい介護サービスについて、「自宅に居ながらサービスを利用したい」（43.5％）と

考える人の割合が最も高くなっています。 

 ◆介護サービスを利用するとしたら、どのような形態で利用したいですか 

 
 

 (4) 在宅生活を続けるための支援の内容について 

 ・ 利用したい支援 

   利用したい支援について、全体では「買物や病院などへの車両による送迎」（32.3％）の

割合が最も高く、次いで「訪問診療」（19.6％）、「敷地の手入れ（草刈り、葉刈り等）」（13.7％）、

「見守りや声掛け」（13.5％）となっています。 

 ◆在宅生活を続ける上で、利用したい支援の内容はどれですか 

 

43.5 22.3 13.5 5.8 14.9
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て

サ
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ス

を

利

用

し
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い

そ
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他

無

回
答

n=(637)  

買物や病院などへの車両による送迎

訪問診療

敷地の手入れ（草刈り、葉刈り等）

見守りや声掛け

食事の準備・後片付け

掃除（居室、風呂、トイレ等）

病院予約・連絡、薬の受け取り

食事（弁当）の配達

みんなが交流できる場

買物の代行

公共機関・通院・金融機関への付き添い

墓の掃除や管理

体操・運動などの教室

話し相手

公共機関での手続きの代行

ゴミ出し・分別

その他

32.3

19.6

13.7

13.5

12.9

12.4

11.9

11.8

10.4

9.1

8.8

8.8

7.4

6.6

5.2

5.0

3.5

0 5 10 15 20 25 30 35 (%)(%)
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 ・ 認知症になった場合に希望する生活環境 

   認知症になったらどのような地域（環境）で暮らしたいかについて、全体では「家庭での

生活が困難になった時に生活を送れる場所がある」（45.8％）の割合が最も高く、次いで「病

院で適切な治療を受けることができる」（44.6％）、「住民一人一人が認知症への理解を深め、

対応してくれる」（30.1％）となっています。 

   年代別でみると、男性の後期高齢者は「家族や知人になんでも相談できる」「病院で適切

な治療を受けることができる」が他の年代より高く、「道に迷ったときに、探してくれる、

案内してくれるシステムがある」「家庭での生活が困難になった時に生活を送れる場所があ

る」を重要視している人が少なくなっています。 

 ◆もし自分が認知症になったら、どのような地域（環境）の中で暮らしたいですか 

 
 

 

  

n=(637)  

家庭での生活が困難になった時に

生活を送れる場所がある

病院で適切な治療を受けることができる

住民一人一人が認知症への理解を深め、

対応してくれる

地域の人が声がけや挨拶をしてくれる

自分に大変な部分（例：買い物など）は、

様々なサービスを利用しながら過ごせる

道に迷ったときに、探してくれる、

案内してくれるシステムがある

家族や知人になんでも相談できる

気軽に参加できる趣味や集まりの場所がある

認知症について相談できる場所がある

その他

45.8

44.6

30.1

27.9

19.8

16.3

15.7

15.4

12.7

1.6

0 10 20 30 40 50
(%)(%)
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２ 在宅介護実態調査 

調査期間 令和２年２月21日から令和２年３月16日まで 

調査対象 
山田町内に在住する方のうち、要介護１～５、要支援１・２の認定を受けてお
り、自宅等にお住まいの方622人とその家族 

回収状況 401人（64.5％） 

 

 (1) 自宅での介護の状況 

 ・ 主な介護者が行っている介護 

   ご家族（同居していない子どもや親族等からの介護を含む）から介護を受けている方の

うち、現在、主な介護者の方が行っている介護等について、「その他の家事（掃除、洗濯、

買い物 等）」、「食事の準備（調理等）」、「外出の付き添い、送迎等」、「金銭管理や生活面に

必要な諸手続き」が多く、それぞれ50％を超えています。 

 ◆現在、主な介護者の方が行っている介護等について 

 
 

 ・ 保険外の支援・サービスの利用状況 

   介護保険外のサービス利用は、「外出同行（通院、買い物など）」、「移送サービス（介護・

福祉ﾀｸｼｰ等）」、「見守り、声かけ」、「配食」、「ゴミ出し」の順に多くなっています。 

  

23.4%

18.1%

20.4%

25.0%

26.6%

32.6%

23.4%

69.7%

48.7%

22.0%

6.3%

73.7%

78.3%

65.5%

3.3%

0.0%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

無回答

合計(n=304)
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 ◆現在、利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービスについて 

 
 

 ・ 在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス 

   必要と感じる支援・サービスでは、「移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）」、「外出同行（通

院、買い物など）」、「見守り、声かけ」の順に多くなっています。 

 ◆今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスについて 

 
 

 (2) 主な介護者の働き方の調整について 

   主な介護者の方が仕事と介護両立するために行っている働き方の調整は、「「労働時間を

調整」しながら、働いている」が24.8％、「「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働

いている」が12.8％となっています。 

6.0%

4.5%

3.5%

4.8%

5.5%

9.8%

9.5%

8.3%

3.8%

3.3%

58.3%

9.8%

0% 20% 40% 60% 80%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

無回答

合計(n=400)

7.8%

10.0%

11.0%

9.8%

10.8%

23.5%

24.5%

21.0%

8.3%

3.5%

33.5%

9.8%

0% 20% 40%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

合計(n=400)
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 ◆主な介護者の働き方の調整について 

 
 

 (3) 主な介護者が不安に感じる介護 

   現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等について、

「認知症への対応」（29.0％）、「夜間の排泄」（28.0％）、「外出の付き添い、送迎等」（25.7％）、

「入浴・洗身」（24.0％）、「食事の準備（調理等）」（19.0％）が多くなっています。 

 ◆今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護 

 

32.2%

24.8%

12.8%

1.3%

9.4%

2.0%

23.5%

0% 20% 40%

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、

短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しなが

ら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を

取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、

働いている

介護のために、2～4以外の調整をしながら、

働いている

わからない

無回答

合計(n=149)

18.3%

28.0%

8.0%

24.0%

5.7%

8.0%

13.7%

25.7%

10.7%

29.0%

7.0%

19.0%

10.3%

11.3%

3.3%

6.0%

1.7%

12.0%

0% 20% 40%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計(n=300)
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３ 在宅生活改善調査 

調査期間 令和２年８月28日から令和２年９月15日まで 

調査対象 
町内の居宅介護支援事業所及び小規模多機能型居宅介護事業所11事業所の管
理者およびケアマネジャー 

回収状況 11事業所（100％） 

 

 (1) 在宅生活の維持が難しくなっている人の実態 

 ・ 過去１年間に自宅等から居所を変更している人はどの程度いるか 

   過去１年間に自宅等から居所を変更した人は、死亡を除くと40人となっています。うち、

介護老人保健施設が15人と最も多く、次いで、特別養護老人ホーム（13人）、グループホー

ム（８人）となっています。 

 ◆自宅等から居場所を変更した利用者の行先別の人数（n=40） 

 
 

 ・ 自宅等での生活の維持が難しくなっている人は、どのような人か 

   ケアマネジャーが担当する自宅等で生活されている利用者で「現在のサービス利用では、

生活の維持が難しくなっている利用者」について、要支援・要介護者470人のうち、「生活

の維持が困難になり始めている人」は57人で、全体の12.1％となっています。 

 ◆現在、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者（n=470） 
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 ・ 自宅等での生活の維持が難しくなっているのは何故か 

   在宅での生活の維持が難しくなっている理由を「本人の状態」、「本人の意向」、「家族等

介護者の意向・負担等」の３つの視点からまとめたところ、「本人の状態に属する理由」と

しては、要介護２以下では「認知症の症状の悪化」、要介護３以上では「必要な身体介護の

増大」が多くなっています。また共通して多い理由としては、「介護者の介護に係る不安・

負担量の増大」が挙げられます。 

 ◆生活の維持が難しくなっている理由（本人の状態に属する理由）（複数回答） 

 

 

 ◆生活の維持が難しくなっている理由（本人の意向に属する理由）（複数回答） 
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 ◆生活の維持が難しくなっている理由（家族等介護者の意向・負担等に属する理由）（複数回答） 

 
 

   要介護２以下の「認知症の症状の悪化」について具体的にみると、「家事に支障がある」、

「一人での外出が困難」、「薬の飲み忘れ」、「金銭管理が困難」などが高い割合を占めてい

ます。 

   要介護３以上の「必要な身体介護」について具体的にみると、「移乗・移動」、「日中・夜

間の排泄」、「入浴」が高い割合を占めています。 

 ◆「認知症の症状の悪化」が理由の人の具体的な内容（複数回答） 
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 ◆「必要な身体介護の増大」が理由の人の具体的な内容（複数回答） 

 
 

 (2) 在宅生活の維持が難しくなっている人に必要な支援・サービス 

 ・ 在宅の生活の維持が難しくなっている人に必要なサービスは何か 

   ケアマネジャーの視点から、「現在のサービス利用では、生活の維持が難しくなっている

利用者」については、在宅生活の維持が難しくなってきている人のうち、半数近くの26人

が「在宅サービスの改善で、生活の維持が可能」となっています。 

 ◆「在宅の生活の維持が難しくなっている人」の生活の改善に必要なサービス変更 
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《資料２》策定経過等 

１ 策定経過 

介護保険事業計画策定
委員会（第１回） 

令和２年10月22日 

① 第８期介護保険事業計画の策定について 
② 介護保険・高齢者保健福祉事業の状況について 
③ 介護保険サービス見込量の将来推計について 
④ 各種調査の結果について 

介護保険事業計画策定
委員会（第２回） 

令和２年12月21日 
① 第８期介護保険事業計画の骨子案について 
② 第８期介護保険事業計画の素案について 

パブリックコメント 
令和２年12月22日～ 
令和３年１月21日 

高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画(案)に
ついて 

介護保険事業計画策定
委員会（第３回） 

令和３年１月26日 
高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画(案)に
ついて 

介護保険運営協議会 令和３年２月５日  

議会全員協議会 令和３年２月12日  

山田町地域包括支援セ
ンター運営協議会 

令和３年２月15日  

 

２ 介護保険事業計画策定委員会設置要綱 

   山田町介護保険事業計画策定委員会設置要綱（平成10年山田町告示第110号） 

 （設置） 

第１ 山田町の介護保険事業計画（以下「計画」という。）の円滑な策定を図るため山田町介護保険

策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２ 委員会の所掌事項は、計画の策定に関し町長に意見を述べることとする。 

 （組織） 

第３ 委員会は、委員20人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱

する。 

 (1) 保健医療関係者、福祉関係者、被保険者等の代表者 

 (2) 識見を有する町民 

 （任期） 

第４ 委員の任期は、当該計画を策定する年度の末日までとする。ただし、欠員を生じた場合の補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、委嘱の根拠となった職を離れたときは、委員の職を失うものとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 委員長は、会務を統括し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。 

 （会議） 

第６ 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 



資料編  

- 60 - 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

 （庶務） 

第７ 委員会の庶務は、長寿福祉課において処理する。 

 （補則） 

第８ この要綱に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

３ 山田町介護保険事業計画策定委員会委員 

                       任期 令和２年９月１日から令和３年３月31日まで 

№ 区 分 所属・職名等 氏 名 備 考 

１ 第１号 
岩手県沿岸広域振興局宮古保健福祉環境センター 
管理課長 

山 口   司  

２ 第１号 岩手県立山田病院 事務局長 藤 澤 正 志  

３ 第１号 宮古薬剤師会 会長 千代川 千代吉  

４ 第１号 山田町民生委員・児童委員協議会 会長 阿 部 敏 博 副委員長 

５ 第１号 山田町身体障害者協議会 理事 三田地   諭  

６ 第１号 社会福祉法人山田町社会福祉協議会 常務理事 沼 﨑 弘 明  

７ 第１号 
社会福祉法人正受会 特別養護老人ホーム平安荘 
施設長 

山 屋 晃 浩  

８ 第１号 
医療法人晃生会 介護老人保健施設さくら山 介
護主任 

濱 長   恵  

９ 第１号 株式会社ウェルファー山田営業所 所長 阿 部 秀 典   

10 第１号 社会福祉法人親和会 理事長 山 﨑 幸 男  

11 第１号 特定非営利活動法人石峠宅老所 理事長 平 山 レイ子  

12 第１号 有限会社ヘルパーはうす 取締役 金 田   茂  

13 第１号 山田町国民健康保険運営協議会 会長 武 藤 清 吉 委員長 

14 第１号 山田町婦人団体協議会 会長 後 藤 夕香里  

15 第１号 飯岡元気会 代表 上 野 三 郎  

16 第１号 ボランティア代表 木 村 惠美子  

17 第２号 公募委員 中 洞 正 巳  
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